
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　原判決を取り消す。
　　　　　被控訴人の請求を棄却する。
　　　　　訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は、「本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
　当事者双方の事実上の主張・証拠関係は、
　一、　控訴代理人において
　（一）　訴外Ａは、控訴銀行に届出の印と同一の押印ある本件普通預金払戻請求
書を持参し、被控訴人の正当な代理人としての外観を備えていたから、本件預金債
権の準占有者である。また、控訴銀行の係員は、Ａが被控訴会社の実力者ないしは
幹部であることをよく承知しており、そのうえ、大丸タクシー株式会社における関
係でも、Ｂは副社長、Ａは経理課長として控訴人との間の銀行取引を通じ顔なじみ
であつたからこそ、控訴人はＡが真実被控訴会社の代理権を有するものと信じて本
件払戻に応じたものである。よつて、控訴人のＡに対する弁済は善意無過失であつ
たというべきであるから、被控訴人の本訴請求は失当である。
　（二）　訴外Ａは、被控訴会社の取締役および会計担当者として被控訴会社設立
に関する一切の事務を処理する権限を有していたのであるから、仮りにＡの本件預
金払戻の請求は同人の越権行為であつたとしても、控訴人はＡにその権限があるも
のと信じ、かく信じるについて正当の理由があつたのであるから、被控訴人は民法
一一〇条により本人としての責任を免れない。
　（三）　仮に控訴人に本件預金債務の支払義務があるとすれば、控訴人の二重払
は、被控訴人の被用者であるＡが、その事業の執行について控訴人に加えた損害に
ほかならないから、被控訴人は使用者としてこれが損害を賠償すべき責任がある。
よつて、控訴人は右損害賠償請求権をもつて本件預金債務と相殺の意思表示をす
る。
　と述べ、立証として、乙第六ないし第一三号証を提出し、当審証人Ｃ、Ｄ（第
一、二回）、Ｅ（第一、二回）Ｆ、Ｇ、Ｈ（第二回）の各証言と当審鑑定人Ｉの鑑
定の結果とを援用し、後記甲第一三号証の成立を認め、
　二、　被控訴代理人において、
　当審における控訴人主張の抗弁事実は否認する。被控訴人の当審における相殺の
抗弁は、時機におくれた防禦方法であるから却下されるべきものである。のみなら
ず、Ａは被控訴会社の専務取締役として行動したのではなく個人として行動したの
であるから、控訴人は、同人の相続人（昭和三五年九月二九日にＡは死亡）に対し
て損害賠償を請求すべきであつて、被控訴人に請求するのは筋違いである。いずれ
にしても控訴人の抗弁は理由がない、と述べ、
　立証として甲第一三号証を提出し、当審証人Ｈ（第一回）Ｊ、Ｋの各証言、当審
被控訴代表者尋問の結果および当審鑑定人Ｌの鑑定の結果とを援用し、前記乙第六
ないし第九号証の成立は不知、その余の前記乙号各証の成立を認めると述べた。
　ほか、原判決の事実摘示と同様であるからこれを引用する。
　　　　　　　　　理　　　　由
　一、　被控訴人が昭和三四年六月六日控訴銀行大分支店に普通預金として金二九
〇万円を預け入れたこと、控訴銀行が訴外Ａの払戻請求に応じ、昭和三四年六月一
〇日金二四〇万円を、翌一一日金五〇万円を同人に払戻したこと、以上の事実は当
事者間に争いがない。よつて、控訴人主張の抗弁について判断する。
　二、　控訴人は訴外Ａが被控訴会社の専務取締役として本件預金の払戻を受ける
権限を有していたから、被控訴人がした前示弁済は有効である旨主張するが、成立
に争いがない甲第一二号証によればＡは被控訴会社の単なる平取締役の一員であつ
たにすぎない事実を認めることができるのみならず、成立に争いがない甲第二、第
三、第八、第九号証中にはＡが本件預金の払戻を請求するに必要な印を保管し事務
を処理していたなど前示控訴人の主張に副うかのような記載があるけれども、右の
証拠は成立に争いがない甲第四、第五、第七号証と原審被控訴代表者尋問の結果と
に照らし措信することができないし、他にＡが本件預金の払戻を受ける代理権限を
有していた事実を認めるに足る証拠はないから、前示控訴人主張の抗弁は採用する
ことができない。
　三、　次に前示Ａに対する本件預金の払戻が債権の準占有者に対する弁済として
有効である旨の抗弁について判断する。



　成立に争いがない甲第一、第五ないし第九号証（ただし甲第八、第九号証は前示
措信しない部分を除く）、第一二号証、同じく成立に争いがない乙第一ないし第四
号証、第五号証の一・二、第六ないし第一二号証、原審証人Ｍ、原審と当審証人Ｅ
同Ｄ（いずれも当審は第一、二回）、当審証人Ｈ（第一・二回）、同Ｆ、同Ｊの各
証言および原審と当審被控訴代表者尋問の結果を総合すれば、左の事実を認めるこ
とができる。
　（一）　被控訴会社は昭和三四年六月四日に設立されたが、その代表取締役とな
つたＢは、以前から訴外大丸タクシー株式会社の副社長をも兼ねており、Ａは右訴
外会社の経理主任としてＢの下で働きその経理能力を買われていたので、同人が前
示被控訴会社を設立するに際しては、Ａはその相談対手となり定款の起草、株式払
込金委託契約書、株主名簿の作成などの設立事務に従事してＢを補助してきた。な
お被控訴会社は独立の事務所を持たずその設立事務は前示訴外会社の事務所を使用
して行われた。そして、被控訴会社の設立と同時にＡは取締役の一員として名を連
ねた。
　（二）　前示大丸タクシー株式会社は被控訴人とかねてより銀行取引があり、Ａ
は右訴外会社の経理事務一切をやつていたので、訴外会社の預金の出し入れ、手形
資金の操作などの経理事務に関して、しばしば控訴銀行に出入りし、銀行員とは顔
なじみとなつていた。
　（三）　ところで、Ｂは被控訴会社の設立に当り、払込の取扱を控訴人に委託
し、その結果別段預金として金三〇〇万円を預け入れていたが、その設立登記を完
了した後の昭和三四年六月六日Ａも列席する場で控訴銀行の係員に指示して、右別
段預金を被控訴会社（商事部）取締役社長Ｂ名義で、内金二九〇万円を普通預金に
残金一〇万円を当座預金に振り替えた。
　（四）　その後同月一〇日、ＡはたまたまＢの出張不在中同人が保管していた控
訴銀行に届出の被控訴会社代表取締役の印を盗んで普通預金払戻請求書二通に押捺
し、金二四〇万円と金五〇万円との二通の払戻請求書を作成して控訴銀行員に対
し、「預金通帳は持参しないが、後刻直ぐに持つてくる。手形の決裁資金として金
二四〇万円入要だから至急払い戻ししてくれ。残りの金五〇万円は明日手形が廻つ
てくるからその決裁資金に宛ててもらいたい。」と言つてこれを提出し本件預金の
払戻を請求した。
　（五）　控訴銀行係員は、Ａにおいて本件普通預金通帳は呈示しなかつたけれど
も、届出の代表者印と前示払戻請求書の押印とを照合し、その同一であることを確
認し、かつ、Ａは得意先たる訴外大丸タクシー株式会社において副社長Ｂの下で経
理主任をしており、しばしば控訴銀行に出入りし面識の間柄であること、また控訴
銀行は被控訴会社の払込取扱を委託されていた関係で、ＡがＢを補助して被控訴会
社の設立事務にも従事し、その設立後は取締役の一員として名を連ねていたことな
どの事情を知つていたので、Ａには本件預金払戻請求の代理権限があるものと信
じ、同人の請求にしたがい本件普通預金の払戻をした。
　以上の事実を認めることができ、前示被控訴代表者尋問の結果中判示と副わない
部分は措信できない。
　<要旨>ところで、銀行の普通預金通帳と弁済を受けるに必要な届出印を呈示して
預金の払戻を請求する者は、一般取</要旨>引の観念の上から、債権の準占有者に該
当する場合が多いといわなければならないが、たとえ通帳を占有しない者に対して
払出した場合でも、その弁済は一概に無効ではなく、その者が諸般の事情から債権
者又はその代理人であると見られるような外観をそなえておれば、弁済者が善意か
つ無過失である限り債権の準占有者に対する弁済としての効力を認めてさし支えな
いと解すべきである。
　これを本件についてみるに、前認定の事実によればＡは控訴銀行の届出の印と同
一の印を押した払戻請求書を呈示し、被控訴代表者の代理人をよそおい本件払戻を
請求したものであるから、債権者の代理人であると見られるような外観をそなえて
いたということができるし、控訴銀行がＡをＢの代理人と信じ善意であつたことも
前認定により明らかである。そこで問題は控訴人がこのように信じたことについて
無過失であつたか否かであるが、前認定のとおり、控訴銀行の係員において、被控
訴会社の代表者ＢとＡとは被控訴会社における代表取締役と平取締役との関係に止
まらず、その以前から訴外会社内にあつても副社長と経理主任としてのつながりが
あり、被控訴会社の設立にもＡは関与し、同人は控訴銀行にもしばしば出入りし面
識の間柄であつたことなど前説示の事情を知つていた本件においては、払戻請求書
の印を照合してその届出印と同一であることを確認した以上、Ａに対する弁済につ



いて控訴銀行の係員に過失はなかつたと解するのが相当である。
　右の点について被控訴人は、本件預金関係に用いた被控訴会社（商事部）と異な
るゴム印を押捺した払戻請求書により、しかも時間外に預金全額の払戻を求めるＡ
の態度に何ら疑念を持たず被控訴会社代表者Ｂに照会することもなくその要求に応
じたことは控訴人の重大な過失であると抗争する。
　なるほど、前挙示の証拠によれば、本件普通預金名義人の表示に日新興産株式会
社（商事部）の記載があるのに、前示Ａが呈示した払戻請求書には右（商事部）の
表示がないことを認めることができるけれども、右は本来の届出印たる代表取締役
の印と異なり、単に被控訴会社の一営業部門を特定する記名印にすぎないし、当時
被控訴会社は他に普通預金口座を有しなかつたことも前挙示の証拠により明らかで
あるから、右（商事部）の表示がないことをもつて控訴人の過失を認めることはで
きない。また控訴人がＡに対し本件払戻をしたのは営業時間を三〇分程経過した午
後三時半であつたことも前挙示の証拠によりこれを認めることができるが、右時間
外取扱をしたことをもつて直ちに控訴人側の過失を認めることができないことはい
うまでもなく、さらには控訴銀行係員に知られた前認定のＢとＡとの関係その他前
認定の事情のもとにおいては、本件払戻が預金全額であり、またあらかじめ被控訴
代表者Ｂに照会しなかつたことなどをもつて控訴人側の過失であるということもで
きない。よつて、被控訴人の前記主張は採用できない。
　右に説示したとおりであるから控訴人のＡに対する本件払戻は債権の準占有者に
対する弁済として有効であり、この点についての控訴人主張の抗弁は是認しなけれ
ばならない。
　四、　なお、被控訴人は予備的請求として不法行為による損害賠償を求めるけれ
ども、本件払戻につき控訴銀行の係員に過失がなかつた以上、右請求は採用の限り
でない。
　五、　故に、当審と異なり被控訴人の本訴請求を認容した原判決は不当であるか
らこれを取り消し、本訴請求を棄却することとし、民訴法第九六条、第八九条を適
用し、主文のとおり判決する。
　（裁判長裁判官　佐藤秀　裁判官　亀川清　裁判官　高石博良）


